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【越明許

8款土木費

】予算説明 54~55 ページ

2項道路橋りょう費 5目

金 額
国庫支出金

予算現額 70,595

一支出〒定額 56,415

繰越明許額 14,180

※起充当率90%(地方道路等整備事業費)(交付税措置率一%)

事業内容及ぴ財源内訳

事業名

図面

番号

県施行事業費負担金

①

路線名

1,275

14,180

(国)206 号

(琴海村松町)

(国)324 号

(茂木町)

(主)野母崎宿線

(網場~千々)(大崎町)
(主)野母崎宿線

(春日町)

(主)野母崎宿線

(為石町)

(主)東長崎長与線

(三ツ山町)

(主)神ノ浦港長浦線
(長浦町~琴海戸根原町)

(主)神ノ浦港長浦線
(琴海戸根町)

(県)長崎漁港村松線
(西海町樫の久保)

(県)長崎漁港村松線
(松崎町)

(県)奥ノ平時津線
(西海町桂山)

(県)深堀三和線

(深堀町6丁目)

(県)長与大橋町線

(昭和町)

(主)長崎畝刈線
(滑石)

き十

一般国道(主)

2

財

県支出金

③

4

源内訳

地方債※その他

63,500

50,800

12,700

(

事業費

5

6

(単位:千円)

⑦

14,627

9,607

県

(8.5/1の

12,433

8,166

8

一般財源

フ,095

5,615

1,480

9

財源内訳

)内は負担割合

市(1.5/10)

支出予定額

1,462

1,441

136,500

29,250

47,刀5

34,126

48,750

2,925

43,8乃

39,000

47,刀5

5,700

10,725

470,635

主要地方道(県)

⑩

予算現額

2,194

11

116,025

(単位:千円)

12

1,441

13

24,862

40,609

29,007

41,437

2,486

37,294

33,150

40,609

4,845

20,475

⑭

繰越明許額

732

4,388

フ,166

5,119

フ,313

(国)

14,フ71

4,388

フ,166

5,704

439

6,581

5,850

フ,166

フ,313

5,119

9,117

439

5,231

5,850

フ,166

400,040

一般県道

855

1,608

1,350

70,595

図面番号0

8郭

333

56,415

繰越予定路線

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一

一
一

一
一
一



令和3年度

西海市

8道業費
(主)神ノ浦港長浦線
(琴海戸根町)

繰越明許県施行事業負担金対象箇所図

繰⑦道路事業
(主)神ノ浦港長浦線
(長浦町~琴海戸根原町)

11 道路事業

(県)奥ノ平時津線
(西海町桂山)

⑩道業
(県)長崎漁港村松線
(松崎町)

①道路業費
(国)206号

(琴海村松町)

⑭道路事業費
(主)長崎畝刈線
(滑石)

時津

道路りょう

13 道路事業
(県)長与大橋町線
(昭和町)

与明

9 道路事業
(県)長崎漁港村松線
(西海町樫の久保)

業費
(県)深堀三和線
(深堀町6丁目)

6道業
(主)東長崎長与線
(三ツ山町)

4 道路事業
(主)野母崎宿線(網
(春日町)

(国)

(主)

(県)

一般国道

主要地方道
一般県道

諌阜市

崎市

~千々)

2道業

(国)324号

(茂木町)

5 道路事業
(主)野母崎宿線(為石町)

③道路事業
(主)野母崎宿線(網
(大崎町)

~千々)

凡
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図番①一般国道206号(

道路業

(国)206号(琴海村松工国
全休計回区闘 L=20om w=6.5(115)m
事業期:R3~

【繰越】

用地測 1式

R4.6完了予定

海村松町)

遷、亀,
竜一灸
^
0

、

Iq

、

0

甲

雪
、図番③主要地方道野母崎宿線(網

,道路業
全体計回区

Cコ

0

司

村松町

^

写

郁

線明許

琴 部休育館

合事務

r之戸

~千々)(大町)

宿線(大崎~宮摺工区)
L丘150om W票55(フ.0) m

凡例

令和2年度までに施行

令和3年度に施行予定

令和4年度以降に施行予定

(繰越由)
道路計画に関する警察の関係槌関と
の協議に不測の日数を要し、年度内に
完了しない'みであるため。

凡例

令和2年度までに施行

令和3年度に施行予定

令和4年度以降に施行予定

業区間 L・360m w・5.5(70)m
期問:H26~

【繰越】
路改良(補強土壁) b舶m

R4.9完了予定

ゞ

=220m

L-30m

繰越明許

血
.

身

(繰越事由)
令和3年8月の大雨災により、工用
車両などのルートが寸断されたことなど
により、工が年内に完了しない見
込みであるため。
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園番⑦主要地方道神ノ浦港

道路
丘

浦線(長浦町~琴海戸根原町)

(主ノ浦港長浦線(長浦工区)
全休回区問 L=1636m (21箇所)
事業期間:H19~

ノノ

10事業区冏 L=1636m (2

【繰越】
道路改良(土工)⑯ L=80m
R4.9完了予定

ノ

距倉

神ノ需

4工区
L=85m

三京町

、 3工区
='L=80m

プ

琴涛戸町

図

道路

繰越明許

全体計間L・朝om
事禦期:H28~

k^'瓢一需、1'§、"

道長峡漁港村松線(松崎町)

『^^
(県)畏崎漁港村松線(松崎工区)

5箇所

f、

(繰越事由)
箇所の隣接地権者との施工時期

の謂整に不測の日数を要し、年度内に
完了しない込みであるため。

凡例

令和2年度までに施行

令和3年度に施行予定

令和4年度以降に施行予定

渉等に不測の日数を
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(繰越事由)
進入道路に関する調整に不測の

日数を要し、年度内に完了しない見込
みであるため。

"鮫題 Jim毎'"
凡例

'J

井手国交差点

令和2年度までに施行

令和3年度に施行予定

令和4年度以降に施行予定

繰越明許 ④
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明】予算説明 54~55ページ

土木費 3項河川海岸費 4目県施行事業費負担金

事業名

河川海岸費負担金

急傾斜地崩壊対策事業費

金

予算現額 123,500

支出予定額 48,500 0

繰越明許額
53,500 0 53,5000

(1月補正)

繰越明許額 21,500 0 0 19,300

繰越明許額
75,000 72β0000

合計

多以良(4)地区ほか 10地区

県施行事業が年度内に完了しない見込みであるため。

令和5年3月

額

繰越事由

繰越箇所の完了予定

庫支出金

0

財源内

県支出金地方債

0 116,500

0 43,700

業内容及び財源内訳

繰越明許額

(うち明補正分)

2,640

(640)

2,580

(1,080)

4,460

(960)

1,500

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

200

事業区分

5%

(単位:千円)

訳

その他

0

地区名

事業期間

多以良④

平成27年度から令和5年度まで

滑石3丁目(4)

平成27年度から令和4年度まで

若竹(4)

平成28年度から令和5年度まで

金堀(6)

平成29年度から令和8年度まで

三川(3)

平成19年度から令和7年度まで

大浜(19)

平成30年度から令和7年度まで

田中(2)

平成21年度から令和5年度まで 4,400 220

一般財源

フ,000

190 10

0

4,180

6

4,800

0

10

※1
面

※3

事業費

(千円)

0

0

2200

0

県

(千円)

60,000

2200

(

62,000

100,000

119,400

20,800

57,000

58,900

95,000

113,430

19,760

財源内訳

市(千円)

予算支出

現額予定額

乱@明愈殉

凪,100 520

5,(i団 540

5,970 4,470

1,040 1,040

負担率

大
規
模
斜

公
共
関
連

【
款



事業区分
地区名

事業期間

戸町2丁目 q-1)

令和元年度から令和稔年度まで

現川

令和元年度から令和12年度まで

葉山 2丁目(4)
令和3年度から令和8年度まで

金堀(1)

平成30年度から令和5年度まで

三川(3)

平成19年度から令和7年度まで

田中(2)

平成21年度から令和5年度まで

大園(4)

平成29年度から令和9年度まで

金堀(6)

平成29年度から令和8年度まで

滑石3 丁目(5)

平成29年度から令和 6年度まで

大園(3)

令和2年度から令和 12年度まで

小ケ倉1丁目④

平成23年度から令和3年度まで

大浜 a9)

平成30年度から令和7年度まで

横尾

令和 3年度から令和 12年度まで

神ノ島

平成25年度から令和4年度まで

大宮(3)

平成27年度から令和3年度まで

西北(5)

平成29年度から令和4年度まで

田中(6わ

平成30年度から令和6年度まで

滑石5 丁目(6)

令和元年度から令和4年度まで

戸町2丁目 q-2)

令和元年度から令和10年度まで

三重(2)

令和3年度から令和10年度まで

赤迫(2)
平成26年度から令和5年度まで

※1
※4

事業費

(千円)
県

(千円)

1,800

財源内訳

市(千円)

予算支出繰越明許額

現額予定額(うち明補正分)

180

180 0 (180)

360

360 0 (360)

0

2,000 2,000 (0)

1,920

3,000 1,080 (1,920)

5,920

フ,000 1,080 (1,920)
0

2,120 2,120 (0)

11,300

14,900 3,600 (11,300)
0

1,280 1,280 (0)

1,000
フ,360 6,360 (0)

0

800 800 (0)

0

160 160 (0)

6,000
06,000 (0)

2,000
02,000 (0)

1,920

10% 3,080 1,160 (1,920)
0

13,240 13,240 (0)

0

200 200 (0)

12,000
13,240 1,240 (0)

12,000
2,24014,240 (0)

260

260 0 (26の

960

4,000 3,040 (960)

0

1,7401,740 (0)

3,600

負担率

1,620

20,000

3,240

30,000

※3

18,000

(

70,@0φ

10%

66,200

27,000

21,200

149,(弛回

※2

1,040

63,000

20%

緊急

改築

※5

71,200

19,080

12,800

800

134,100

8,700

73,600

11,520

8,000

66,240

1,600

フ,200

10%

60,000

※4

1,440

20,000

52,960

54,000

30,800

1,300

18,000

6,960

66,200

56,960

27,720

20,000

1,000

16,000

52,960

そ
の
他

公
共
関
連

大
規
模
斜
面

一
般

そ
の
他



事業区分

滑石3丁目(5)

平成29年度から令和6年度まで

地区名

事業期間

※2

※4
災関
710-

※6

茂木(6)

令和3年度から令和11年度まで

川平

令和3年度から令和8年度まで

※1 公共関連

※2 一般
※3 大規模斜面
※4 その他
※5 緊急改築
※6 災関フォロー

事業費

(干円)

ムき十

10,000

県

(干円)

被害を受ける恐れのある区域内に、砂防施設・道路・鉄道・フk道施設等があ
る場合
公共関連以外の場合
高さが概ね30m以上の斜面である場合
大規模斜面に該当しない場合
既存の急傾斜地崩壊防止施設のうち経年劣化した箇所の改築を行う場合
災害関連緊急事業を実施した箇所において、その後概ね2年以内に事業を施
行する場合

20,000

8,000

財源内訳

20,000

負担率

1,153,800

16,000

予算

現額

市(千円)

20%

18,000

1,030,300

2,000

支出

予定額

4,000

10%

繰越明許額

(うち明補正分)

2,000

0

123,500

2,000

(0)

0
4,000

(0)

0

48,500

2,000

(0)

75,000

(21,50の
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河川海岸費負担金

位

多以良(4)

三重(2)

急傾斜地崩壊対策事業
置図

滑石 3 丁目(4)

大宮③

大園(4)

葉山 2 丁目(4)

西北(5)

若竹(4)

金堀(6)

金堀(1)

滑石 3 丁目(5)

国道

横尾

滑石5 T目(6)

大園(3)

赤迫(2)

^206号

①

大浜(19)

神ノ島

小ケ倉 1丁目(4)

川平

三川(3)

国道34

現川

田中(2)

号

田中(61)

茂木(6)

戸町 2 丁目(フ-2)

戸町2 丁目(フ-1)

:事業箇所

補正箇所
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工事

一女瓢
(繰越事由)
運路に関する地元との協議に不測の
日數を要し、年度内に工事が完了しない
見込みであるため。

凡例

令和2年度までに施行

令和3年度に施行予定

令和4年度以降に施行予定
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(繰越事由)
運搬路に関する地元との協議に不測の
日数を要し、年度内に工事が完了しない
見込みであるため。

、

,

'

゛

'

"

1^
4^

4^

i^

凡 例

乢

___j

、、、".

、'亀."^◆、゛楓

丁目

;
 
1
 
卿
一
屋
■
一
一
'
■

▼
@
、
、
メ

'
'
■
.
゛
,
色
■

一
゛
一
一

.
M
曳
韻
曼
闇

.
●
盲
E
.

T

、
、
松
.
,
.

、

、
、
む
.
'
、

气
今
§
ゞ

、
f
:
,

、
ー
.

゛
轟
鯨

●
i

'
ヅ

、

'
冒
閥
■

ι
■
■
 
1
'

"
キ)4(

■
.
匡
農
一
■
■
.
一
.
ノ
゛

.

.

弔

゛
.
＼

冒扇

会
■、

冉
興,

、
ー

.
グ1

.
"
'
、

3、

φ

'
■
目
'
●
「

一

J

冬
■

島
帥
一

r
 
.
i

、

■
■
、
凱
農

亜
爵

,
司
"
四

'
島

域
'
'

届

、
ω

゛

,
、

一
■

瑠
市
声

"
゛
゛

、
一

盲
、

、
、

▲

J
、
'
一

◆
、
゛

/

■
暦

.
身

、
ト
,
゛
゛

、
春
す
/

し
、

、

甲
亜
1
=
一

、

＼、

r

阿

ノ
ノ

,
、
.
゛

゛

二

、
゛

、

、
 
0

冒

、亀

¥

.

一
キ

一
ナ
.
、

L
ヅ
、
〆

ノ
門
ノ

一
一
、

一
,
■
■
9
、
■
,
ず

写



、＼π罵靴^彬御鷺髄＼命・,f14'、(・1i.ミゞ冨゛、瑛ずヅ'、、壷同二奮一ー＼、＼゛ξ会一爽徐汽,金',"",、・tl1、、j^語誇,爽奄亀¥1シ謬1;"・'ミ,.,,。、^t、1・弌、圃沌1◎,、、嵒Wゞ^煮11「1'ニ゜"""'、'也,きξ器':盲曳晨振、ニ,ξ燮11に
,《_,蟹゛;"藷ぞ舎驫、'ヘ'・§1得竃'詔t,'島詐,、ぜ喜毛、,,,,,'ヘ＼.長崎工業高校＼獣゛■冒阿亙咽三;▼モミ1',、

/切＼'、ゞ弓珍fl'、t宅、,出ア命,.、三ク・、〒誰熱茶》令^j角、1七j^考酷曾劃島需争,.、^'、',^1区》t^1'§ひ七七き1臨劃島需盲・,'珪/'、,直E璽ご角t禦,'券ミ露駿一、司"_1,1態会長〆ゞ,,'C二,ず"゛豊や哩凱、、
・y '徒直;立☆ y"ー"・、罷'セ,三え'、1戸'、、4必气一司蔀▼イ無;解、牙.イ必y.,'司■膨÷・二無;解'j多一""●娩、4島'>一"ぐ謡i三1-ー、〒・、ニイ倉*1盲っ ltヲ'・i1堰血'1・、・・ーー'〒＼tj龝b ltヲ' S専堰一1
.ズ'＼..y 崎1'~・ー.・'介'・,、・'・・'j一《1 ・《 i.',

盧覗令羅壹"・tξ:、・、、ゞ往ぎ弐1'、む'・や郷瓢・.ξ1ヌ縛;
1砂女調威、t'、惣,・、'1少玉、,影4、、(.声_§夢イ獅1r,亀、,/'ι子1§、^七ゞ秘,、i轟'

^

^ .ー

(繰越事由)
運搬路に関する地元との協議に不測の
日数を要し、年度内に工事が完了しない
見込みであるため。

凡例

令和2年度までに施行

令和3年度に施行予定

令和4年度以降に施行予定
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(繰越事由)
用地測量に関する地権者との立会等に
不測の日数を要し、年度内に業務委託が
完了しない見込みであるため。

凡例

令和2年度までに施行

令和3年度に施行予定

令和4年度以降に施行予定
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(繰越事由)
用地測量に関する地権者との立会等に
不測の日数を要し、年度内に業務委託が
完了しない見込みであるため。

凡例

令和2年度までに施行

令和3年度に施行予定

令和4年度以降に施行予定
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運搬路に関する地元との協議に不測の
日数を要し、年度内に工事が完了しない
見込みであるため。

凡例

令和2年度までに施行

令和3年度に施行予定

令和4年度以降に施行予定
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令和2年度までに施行

令和3年度に施行予定

令和4年度以降に施行予定
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(繰越事由)
運搬路に関する地元との協議に不測の
日数を要し、年度内に工事が完了しない
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令和2年度までに施行

令和3年度に施行予定

令和4年度以降に施行予定
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(繰越事由)
測量、調査に関する地権者との立会等に
不測の日数を要し、年度内に業務委託が
完了しない見込みであるため。

凡例

令和2年度までに施行

令和3年度に施行予定

令和4年度以降に施行予定
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ページ

34~35

予算説明

1概要

(1)事業目的

長崎県において事業化されよ,うとしている長崎南北幹線道路の計画を契機として、

平和公園(西地区)のあり方や道路計画に支障をきたすスポーツ施設の再配置などに

つぃて検討し、平和公園(西地区)の再整備に係る基本計画を策定するものである。

②補正理由

平和公園再整備基本計画の策定に当たっては、附属機関である「長崎市平和公園再

整備基本計画検討委員会」を設置し、同委員会に諮りながら、今年度中の計画策定を

予定していたが、議論すべき内容が多岐にわたり、同委員会での意見等を踏まえた検

討に時間.を要する中、平和公園が本市のシンボル的な公園であることに鑑み、'より慎

重かっ丁寧に議論を進めていくため、同委員会の回数を増やすとともに、よりイメー

ジしやすい計画とするため、・必要な経費を増額するものである。

款

8

土木費

5

都市計画費

項 目

6

公園費

番号

1-1
平和公園再整備基本

計画策定費

事業名

2 事業内容

(1)'業務概要

・業務名:長崎市平和公園再整備基本計画策定業務委託

・業務場所:長崎市松山町ほか

・受注者.八千代エンジニヤリング繍長崎事務所

・履行期間:令和3年6'月8日から令和4年3月16日まで

・請負代金額:10,400,500円

②追加業務内容

・委員会の回数増(4回=6回)に伴う検討業務の増(検討資料、議事録作成等)

③補正予算額

ア現予算残額

現予算額:12,691 千円一現請負金額:10,401 千円=2,2・90 千円

イ補正予算額

追加業務に要する経費.3,591千円一現予算残額:2,290千円=1■旦!壬日

(委託料)

補正額

20

千円

1,301

書



3 財源内訳

区分

当初予算額

2月補正

補正後

事業費

千円

13,403

1,301

14,704

4 スケジュール(予定)

項目 区分
6

当初
業務委託

変更

変更
検討委員会

変更

国庫出金

千円

財

県支出金

千円

4

令和4年度

5678

源内訳

地方債

千円

97 8

令和3年度

9 10 Π 12

その他

千円

一般財源

千円

13,403

1,301

14,704

2 3



【繰越明許費】予算説明書 56~57ページ

8款土木費 5項都市計画費 6目公園費

事業名

平和公園再

整備基本計

画策定費

2月補正後

予算現額

金 額

支出予定額

繰越事由

繰越明許額

14,704

国庫支出金

平和公園再整備基本計画については、検討委員会に諮りながら業務委託により

策定することとしていたが、議論すべき内容が多岐にわたり、検討に不測の日数

を要し、今年度中に同委員会での審議が完了しない見込みであるため、検討に必

要な業務委託に係る経費を繰り越すもの。

繰越箇所の

完了予定

3,832

10,872

県支出金

令和4年9月

財源内訳

地方債

(単位:千円)

その他 一般財源

14,704

3,832

10,872

22



長崎県立大学地域創造学部公共政策学科

長崎大学水産・環境科学総合研究科

平公園整備基本言画討委会委員名

九州大学芸術工学部環境設計学科

長崎県土木部

(公財)長崎市スポーツ協会

所属

(公財)長崎平和推進協会

長崎商工会議所都市整備委員会

(一社)長崎国際観光コンベンション協会

特定非営利活動法人環境カウンセリング協会長崎

長崎市PTA連合会

(一社)長崎市む身障害者団体連合会

平和公園地域まちづく、り協議会

山里地区連合自治会

職名

城山校区連合自治会

教授

令和3年6月'1日設置

斜面地・空き家活用団体つくる

教授

市民(公募委員)

准教授

参事監

西岡誠治◎

氏名

理事長

渡辺貴史 0

事務局長

高取千佳

委員長

坂田昌平

専務理事

渡辺雄児

会員

中川正仁

常任理事

鈴木茂之

理事

浦瀬徹

会長

佐藤

会長

黒木一誠

会長
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1 審議内容

平成6年3月に策定した「平和公園再整備基本計画」を基本としつつ、その後の平和

公園を取り巻く状況の変化や現状・課題等を整理し、次の項目について審議する。

a)基本方針【西地区】

(2)整備方針【西地区】(再整備の方向性、空間イメージ等の整理一・スポーツ施設の再配

置、歩行者動線(地区内・周辺地域)、景観形成、緑の配置、駐車場整備など)

③上記を盛り込んだ基本計画(案)の取りまとめ

2 検討対数範囲

検討対象範囲は、平和公園の西地区とし、東地区は従前の計画を踏・'、する。
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r

検討委員会スケジュール(予定)

長崎市平和公園再整備基本計画検討委員会の検討状況

委員会

第1 回

【済】

【令和3年7月】

0委員会の設置、正副委員長の選出

0審議内容、スケジュール等の確認

0平和公園の概要、沿革、現状等の整理

審議内容(当初計画)

第2回

【済】

【令和3年9月】

0上位計画・関連計画等の整理

0平和公園(西地区)を取り巻く状況、

特性、課題等の整理

0基本方針の検討

第3回

【済】

【令和 3年11.月】

0基本方針の整理

0ゾーニング・ゾーン別整備方針の検討

0スポーツ施設の再配置計画の検討

【令和3年7月27日】

同左

第4回

審議内容(実績・変更)

【令和4年2月】

0ゾーニング・ゾーン別整備方針の整理

0スボーツ施設の再配置計画の整理

0基本計画(案)の取りまとめ

【令和3年9月28日】

同左

第5回

【令和 3年12月14日】

0基本方針の検討

0ゾーニング・ゾーン別整備方針の検討

0動帋臭・景観形成等の考え方の検討

0市政モニターアンケート結果の報告

第6回

【令和4年3月24日(予定)】

0基本方針の整理

0ゾーニング・ゾーン別整備方針の検討

0動線・景観形成等の考え方の検討

0スポーツ施設の.再配置計画の検酎

【令和4年5月(予定)】

0ゾーニング・ゾーン別整備方針の整理

0動線・景観形成等の考え方の整理

0スボーツ施設の再配置計画の整理

0整備・維持管理等の考え方の整理

【令和4年8月(予定)】

0基本計画(案)の取りまとめ
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平和公園(西地区)の基本方針(案)

平和公園の概要

●長崎国際文化都市建設計画法(昭和24年施行)に基づき、被爆の実相を訴えるとともに、世界平和と文化交流のための記念施設として昭和26年に整備に着手(昭和30年開設)
●以後、施設の拡充、更新等を行い、長崎市民のみならず、国内外の多くの人々に親しまれてきたシンボル的な総合公園

長崎南北幹線道路の事業化(検討の前提条件)

●長崎南北幹線道路((都)長崎時津縦貫線)が高架橋で平和公園西地区の上空を通過
・再配置の検討対象施設:市民総合プール(屋内・屋外)、陸上競技場、庭球場、ソフトポーj陶、弓道場

1人口減少・少子高齢化の進行
●人口減少・少子高齢化が進行する中、限られた財源内で、高齢者の健康増進や子ど
もの遊び場の充実など、定住促進に寄与する公園整備が求められてぃる。

2ネ、ソトワーク型コンハクトシティ長崎の都市づくり
●「公園」の分野からも、都市づくりの方針に沿った取組みが求められている。
●民間による「長崎スタジアムシティプロジエクト」が進行している。

平和公園(

3スホーツニーズの多様化

●ライフスタイルの多様化などを背景に、競技スボーツや、市民スボーツ(レクリエ
ーシヨン)など、多様な二ーズに対応した環境の整備が求められてぃる。

4高格道路の整備

●長崎市と佐世保市を約1時間で結ぶ「西彼杵道路」と「長崎南北幹線道路」の未整
備区間の事業化に向けた検討が進められており、両区間が整備後は、県北と県南に
点在する観光資源の連携による観光振興に大きく貢献することが期待されている。

区)を取り巻

5自然災害の,発化・激甚化
●自然災害が頻発化・激甚化する中、公園には防災拠点や過擁場所としての役割が求
められている。

6凹境占題の顕在化・深刻化

●環境問題が顕在化・深刻化する中、二酸化炭素削減に向け、公園分野においても積
極的な取組みが求められている。

⑦ICT (高度通信技術)の発達
■バークマネジメント信十画、整備、管理、運営等)への展開など、公園分野におい
てもIC「の活用が求められている。

8公園施策の向

●民間活力による新たな都市公園の整備手法(park・PFD が創設され、全国的に官民
連携手法による公園整備が進んでいる。

●新型コロナ危機を契機に、グリーンインフラとしての緑や、オープンスペースの重
要性が再認識されている。

①立地特性
●南北の都市軸上に位置し、市街地中心部に立地する唯一の総合公園であり、貴重な
オープンスペースである。

●周辺では住居系や商業系の士地利用がなされ、学校も多く立地している。
●路捌(スや路面電車が高歩頁度で運行しており公共交通の利便性が高い。

②敷地特性
●東側は路面電車やJR、西側は二級河川浦上川に面する細長い敷地形状である。
●中央付近に市道松山町線が位置し、西地区を南北に分断している。
●国道202号からが主な歩行者動線となるが、その他にも出入口が点在している

③利用特性・施設特性
●庭球場、市民総合プール、県営里予球場の利用者が多く、ソフトボール場の利用者が
最も少ない。

●各施設で、県・市レペルの大会やイベントが開催されている。
●ソフトボール場以外の施設は、各世代に万遍なく利用されている。
●陸上競技場は多目的に利用されている(高校生の部活動の§東習を含む)
●市民総合プール(屋外)は6月~9月の利用に限定されている。
●令和2年度末現在、ソフトボール場(照明設備等)は35年、市民プールは25年、
庭球場(屋キ助は9年、弓道場は増築から6年経過している。

●松山町駐車場は、スボーツ施設で大会等が開催される場合は、ほぽ満車状態である。

④景観特性
●景観形成重点地区1こ指定されており、高さ基準が設けられている。
●平和公園から稲佐山に向けて「平和交流軸」が形成されている。
●西地区を東西方向に走る市道は、緑あふれる歩行空間を形成している。
●東側のエントランス部は建築物やJR高架施設により閉塞感が感じられる。
●西側は浦上川に面し開かれた空間を形成している。
●市道より北側Ⅱよ、大規模施設が密集し、圧迫感のある空間となっている。
●市道より南側の陸上競技場とその周辺は、緑が感じられ、憩える空間となっている。
●陸上競技場東側の]R高架下空間が有効活用されていない。

9SDGS (.士的なヨ発目)への対応
●誰もが容易に、緑地や公共スペースヘアクセスできることが求められている。

閉(西地区)の

第3回委員会提出資料

市民二

0 政モニターアンケート三査(回答数163人)
●西地区の利用目的は、多い順に「散歩」「憩い・休息」件公山町駐車場」。
●西地区の問題点・課題は、多い順に「休憩できる場所が少ない」「遊べる場所が少な

い」「飲食場所が少ない」「飲食・物販店がない」「駐車場の台数が少ない」、その他、
「子どもの遊び」に関する意見も散見。

●西地区に必要な機能・充実した方が良い機能として、多い順に「憩いの場」「遊び等
の空間」「飲食の場」階主車場」。

●平和公園(東地区と西地区)の一体性や連続性について、「東地区と西地区の個別の
利用を尊重する」という回答が約54ψ0、「東地区と西地区の一体的な利用を推進」
が約 359'、0、「その他」が約 229,'0。

●「その他」の意見として、「平和公園(西地区)も平和公園の一部であることを知ら
なかった」という意見が多数あり。



平和公園(西地区)の再整備に当たっての課題

1 平和の継承・発

●これまで培ってきた平和公園の趣旨を尊重しつつ、東

地区との適切な機能分担のもと、未来に向け平和の尊

さが感じられる長崎市のシンボJレとなる公園であり続

ける必要がある。

2 スポーツ施設の再配置と多様な二ーズへの対応

●限られた敷地の中に従前と同じ施設を配置できないた

め、利用実態や代替地確保の可能性などを踏まえ、ス

ボーツ施設を再配置する必要がある。

●多様化するスJポーツニーズに対応するための環境を整
える必要がある。

オープンスペースの維持・確

●市街地に位置する利便性が高い貴重な土地であるた

め、市民に身近で日常的な憩いの空間や災害時等の防

災拠点として、さらには、グリーンインフラの視点か

らもオープンスペースや緑を維持・確保する必要があ

課題4

●(イ反称)松山ICの設置により、県北からの来訪者を

迎え入れるための、新たな玄関口としての機能を強化
する必要がある。

周辺施設等との連携や調和した景観の形成

●公園内はもとより、周辺に位置する施設等との連携に

より相乗効果を生み出す空間とする必要がある。

●平和公園から稲佐山への軸線や東西地区を結ぶ歩行者

動線を尊重しつつ、周辺市街地等と調和した都市景観

を形成する必要がある。

●南北幹線道路は、公園に溶け込み違和感を感じられな

いような設えにすることを求めていく必要がある。

持続可能な施設運営

●将来にわたり持続的に維持していくため、官民連携手

入、1C「の活用などにより、効率的で効果的な

施設整備と、持続可能な管理運営を行ってぃく必要が
ある。

上位計画・関連計画

●第五次総合計画(策定中)●都市計画マスタープラン

●立地適正化計画●緑の基本計画

景観計画 ●歴史的風致維持向上計画

●バリアフリーマスタープラン 公共施設適正配置基準(案)

スポーツ推進計画 ●駐車場整備計画

●都市公園としての機能向上(多様化するーースへの対庄、景
観性の向上、ユニハーサルデザイン化など)

●より的な空間の出(緑化の;隹進、交流機会を創出する
ためのスポーツの場、広場空間の確保、浦上川との連携なと)

f

平和公園(西地区)の基本方針(

平和公園再整備基本計画(平成6年3月

全体:『平和の森』一平和を願い、実践Lていく交流公園一
①公園全体は、広々とし力牢間そして豊かな緑陰と、集客力のある施設を備

えた、長崎市及び中央地区のシンボjし的な公園とする。

②東地区は、平和を祈念する公園として、その機能を強化するとともに風致

に配慮した『街の緑』となる公園とする。

③西地区は、スポーツ活動のみではく、多様なレクリエーション活動や、水

辺の利用に対応できる市民の「いこいの場」となる公園とする。

④平和公園を中心に、周辺の公園、レクリエーション施設、そして原爆のメ

モリアル施設との才、ツトワークを図る。

空間形成の考え方

、

旧城山国民学校校舎

西地区

平園

たな玄口

●周辺施設等との機能面や空間面などでの連携による公園と
しての機能向上や、景観的な調和により魅力的な空間を形

第3回委員会提出資料

゛

、

多樫性

連携

西地区:『市民交流、自然交流のゾーン』
●平和を希求する公園の未来性を利用形態を通して表現する。

●「平和交流」を「レクリエーション」と「自然」によって展開する。

スボーツ

L

平和

東地区:『平和を祈り、願うゾーン』
●平和公園としてのメモリアJレ性をより象徴的な空間として表現する。
●東地区内の各ゾーンの象徴機能の明確化と一体的な地区としての再編、

強化を図る。

南北幹線道路

訪災性

持岐性

東地区

、

成します。

5効率的て効果的施設整備と管理運営

●官民連携手法やICTの活用などにより、効率的で効果的な
施設整備と、将来にわたり持続可能な管理運営を行いま
す。

゛

西地区

『交流・憩いのゾーン』or『平和を感じ、交流するゾーン』

1多様な二ーズに応した、平和を発信するスボーツ環境の創出
●長崎南北幹線道路の整備を契機として、スポーツ施設の再
配置を図るとともに、多様な二ーズに対応した空間を形成
します。

2市民に身近て、平和の尊さを感しられる憩いの空間の形成

●市民が日常的に集い・安らげる居心地の良い空間、水や緑

とふれあえる空間、防災力を支える空間を形成します。

3長崎の新たな玄関口としての機能強化
●長崎南北幹線道路の整備により設置される(イ反称)松山IC
からの来訪者を迎え入れる機能を強化するとともに、東地
区等への円滑な移動を確保します。

4連携と調和による機能的、魅力的な空間の形成

願い

平和

鉄道高架施設
、

学び
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平和公園再整備基本計画(平成6年3月
第3回委員会提出資料
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●Eゾーン
水辺と道路高架下を活用した多目的な空間
・水辺と連携した憩いの空間の形成(Bゾー

ンとも連携)

・新たなスポーツ空間(アーバンスボーツな
ど)の創出(Fゾーンとの連携)。

・道路高架沿いの連続した緑化

.

..

●Aゾーン
既存の大規模スボーツ施設等を活用する
空間
・既存の大規模スポーツ施設、ペデストリ

アンデッキ、地下駐車場は存置活用

・周辺ゾーンとの連携・調和

^

.

、

平和公(西地区)のゾーニング(案)とゾーン別整備方針(案)
^ ー'^^

一全体コンセプト:平和の森一平和を願い、実践していく交流公園一
西地区の基本方針:交流、憩いのソーン 0r 平和を感U、交流するゾーン』

。。》旧城山国民子校゜0 校舎

●Cゾーン

東地区と旧城山国民学校校舎をつなぐ魚徴的な
エントランス空間
・ゆとりある歩道空間と緑化(並木等)による象

徴的な空間の形成

・周辺ゾーンへのシームレスな空間の形成
・賑わいを支援する来園者への利便施設(飲食・

情報発信機能等)の導入

・増加が見込まれる自動車交通の処理機能の確保

'浴当'

、弐、、、、、
,'^^

1",
i 11 リ 1

。'111 1, 1

11 )1"'、、'11 )f"'、、'

1 ●Fゾーン
.緑に囲まれた新たなスポーツ を出す

る空間 .

..

・新たなスポーツ空間(アーバンスポーツな
ど)の創出(Fゾーンとの連携)

・支障するスポーツ施設の代替地 4、 、、.
. .

・下の川沿いの連続した緑化

●Gゾーン

゛膨、゛、畴の那一雅班卵共如
^魚、.、万'贄^停4^,,'^・過^^E'し、゛ず'蜘,.印ル、1,、☆、、・,くJ^炉i与飲券雷器J島そ見Yをヲ'「石裂倫玉、宅凰、▼1か!御趣^炉'令・公園機能のバックヤード借理用駐戟や倉▼,命御趣~弍1鬢令'公園槌能のバッ名ヤード借理用駐戟や倉^命^~＼＼!、'倫竺ど多目的卦此して活用

●Dゾーン
新たな交流・わいを出する空間
・支障するスボーツ施設の代替地

・緑豊かな交流・憩いの広場空間の形成

・賑わいを支援する来園者への利便施設(飲食等)

の導入

・増加が見込まれる自動車交通に対応した交通通

理機能(地下駐車場)入

Eゾーン

Fシノ'^ニノ

のノリ

庭球場

Gゾーン

6レ
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●Bゾーン

緑に囲まれた新たなスポーツ環境を出する
空間
・高架構造物を取り囲むような緑呈ある緑地帯

の形成

・高架下への新たなスポーツ空間(アーバンス

ポーツなど)の創出

・高架下への交通施設(駐輪場)の導入

・支障するスポーツ施設代替地

・水辺と連携した憩いの空間の形成(Eゾ

とも連携)

,

.

.

.

第3回委員会提出資料
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Bゾーン
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ラグビー・サッカー場
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●各ゾーンにおける基本方針(案)の対応表

①多様な二ーズに応じた、平和を発信するスポーツ環境の創出

②市民に身近で、平和の尊さを感じられる憩いの空間の形成

③長崎の新たな玄関口としての機能強化

④連携と調和による機能的、魅力的な空間の形成

⑤効率的で効果的な施設整備と管1里運宮

S=1;2.500 (A3)

. ..
....

● 1 ゾーン
東地区と西地区とをつなぐゲート空間
・東西地区とをつなぐ安全・快適な歩行者動線や

交差点隅切り部におけるたまり空問の確保

・増加が見込まれる自動車交通の処理機能の確保
.
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【繰越明許費】予算説明書56~57ページ

8款土木費 5項都市計画費 6目公園費
※土木建設課

事

【単独】公園施設整備事業費
都市基幹公園

業 名

繰越事由

繰越箇所の完了予定

金

予算現額

額

支出予定額

101,500

繰越明許額 22,700 0 17,0000 0 5,700

長崎東公園コミュニティ体育館の照明器具をLED化する工事を進めているが、新
型コロナウイルスの影響により、一部の資材納入に不測の日数を要することから、
工事が年度内に完了しない見込みであるため。

令和5年1月

国庫支出金

78,800

財

県支出金

0

^^^'J一ず「^

【単独】公園施設整備事業費・戸'1'r"'

源内

地方

88.900

0

0

(単位:千円)

訳

その他一般財源

0 12,600

都市基幹公園゛、、
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58~59ページ【繰越明許費】予算説明書

8款土木費 5項都市計画費 7目県施行事業費負担金

事業名

都市計画費負担金

社会資本整備

総合交付金

事業費

都市計画費負担金

街路事業費

金

予算現額

支出予定額

額

繰越明許額

都市計画費負担金

旧地方特定道路

整備事業費

46,400

予算現額

支出予定額

国庫支出金

21,250

繰越明許額

25,150

県支出金

15,225

予算現額

財源内

支出予定額

12,180

※起債充当率社会資本整備総合交付金事業費

旧地方特定道路整備事業費:90%

事業内容及び財源内訳

(1)社会資本整備総合交付金事業費

計

地方債※

繰越明許額

3.045

41,700

15,000

予算現額

(単位:千円)

支出予定額

19,100

その他

12,600

.

22,600

繰越明許額

2,400

一般財源

76,625

4,700

46,030

路線名

①

2,150

30,595

補X都)滑石町線

(大神宮工区)

13,500

2.550

15,225

11,400

繰越箇所の完了予定

繰越事由

90%(公共事業等債)(交付税措置率22.2%)

(地方道路等整備事業債)'(交付税措置率一%)

補):補助事業

12,180

事業費

2,100

55,200

3,045

30,500

1,500

464,000

国

(5.75/1の

県施行事業が、地権者との用地交渉等に不測の日数を要し、年度内

に完了しない見込みであるため。

24,700

1,200

(都):都市計画道路

令和4年9月

266,800

300

県

(3.25/1の

21,425

財源内訳

)内は負担割合

15,530

150,800

5,895

予算現額

(単位:千円)

46,400

市a/1の

支出予定額

21,250

繰越明許額
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(2)街路事業費

路線名

②
単X地高)長崎南北

幹線道路(調査)

繰越箇所の完了予定

繰越事由

事業費

県単独事業(地高):地域高規格道路

日地方特定道路整備事業費

30,450

県施行事業が、

測の日数を要し、

国

路線名

令和4年8月

③

県

(5/10)

単X都)滑石町線

(大神宮工区)

内訳

)内は負担割合

道路計画に関する警察等の関係機関との協議に不

年度内に完了しない見込みであるため。

15,225

繰越箇所の完了予定

繰越事由

予算現額

単):県単独事業

(4)合計

事業費

(単位:千円)

15,225

市(5/1の

支出予定額

75,000

県施行事業が、工事で支障となる施設の移転に不測の日数を要し、

年度内に完了しない見込みであるため。

都市計画費負担金

12,180

令和4年8月

傭の:都市計画道路

繰越明許額

県

(8/1の

内訳

)内は負担割合

3,045

合計

60,000

予算現額

事業費

(単位:干円)

15,000

市(2/1の

支出予定額

569,450

国

12,600

266,800

繰越明許額

県

2,400

226,025

内訳

予算現額

(単位:千円)

76,625

支出予定額

市

46,船0

繰越明許額

30,595
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令和3年度繰越明許県施行事業負担金 対尿箇所図
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①社会資本整備総合交付金事業(補助)
(都)滑石町線(大神宮工区)

③旧地方特定道路整備事業費(単独)
(都)滑石町線(大神宮工区)

②街路事業費(単独)
(地高)長崎南北幹線道路(調査)
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社会資本整備総合交付金事業(補助)卿丁

(都)滑石町織(滑石2丁目~滑石4丁目)
全体計回区間 L.850m w=30m

事業認可期冏:H23~R6

閲し=850m ・.
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地権者との用地交渉などに不測の日数
を要し、年度内に完了しない見込みで
あるため。
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道路計画に関する等の関係機関と
の協議に不測の日数を要し、年度内に
完了しない見込みであるため。
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回道路;石町線図

旧地方特定道路整備事業(単独)

(大神宮工区)

鱒

(都)滑石町騰石2丁目~滑石4丁目)
全休計画区間 L=850m

事業認可期冏:H23~R6
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令和4年度以降に施行予定
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